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第102条第1項の「譲渡数量」に係る損害賠償算定の考え方について
現行の特許法第102条は、必ずしも様々なケースを想定した条文構成になっておらず、
妥当な結論を導くための解釈負担を裁判実務に与えているのではないか。
⇒制度の見直しに当たっては、様々なケースごとに、損害賠償算定の考え方を整理することが必要。

特許権者の生産・販売能力 損害賠償の算定方法

①特許権者が全て生産・販売可能 全数量について1項

②特許権者が一部生産・販売可能
生産・販売可能数量
については1項、

その他の数量については3項

③特許権者が全て生産・販売不可能 全数量について3項

1項

販売数量

侵害品の数量

利益／個

1項

販売数量

侵害品の数量

1項本文 or
ただし書の覆滅

利益／個

3項

販売数量

侵害品の数量

利益／個

3項
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第102条第1項による覆滅のパターン例
実務の現状 考え方の案

特許権者の実施能力
を踏まえ、
販売数量の80%を覆滅1項

販売数量

侵害品の数量

販売数量を
80%覆滅

1項本文

利益／個
3項の復活を認めるべき事案

被告が広告宣伝活動等の
営業努力を積極的に行って
いたことを踏まえ、
販売数量の80%を覆滅。

A.実施能力

B.被告の営業努力・販売力

被告製品の販売への
特許発明の貢献を踏まえ、
販売数量の80%を覆滅

C.特許発明の貢献

1項

販売数量

侵害品の数量

販売数量を
80%覆滅

1項ただし書

利益／個

1項

販売数量

侵害品の数量

販売数量を
80%覆滅

1項ただし書

利益／個

1項

販売数量

侵害品の数量

1項本文

利益／個

3項

1項

販売数量

侵害品の数量

1項ただし書

利益／個

3項

販売数量

侵害品の数量

利益／個

1項

利益を
80%覆滅

貢
献
度

3項の復活を認めるべき事案か？

本来1項ただし書でなく、
侵害品の利益で考慮すべき事案
⇒3項の復活を認めるべきでない事案
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